
愛知県指定管理者等選定委員会開催要綱 
 

（趣 旨） 

第１条 指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１７年７月８日愛知県条例第５２号。
以下「条例」という。）第３条第１項の規定に基づき、指定管理者の公募を実施する公の施設（以
下「公募施設」という。）の指定管理者又は愛知県ネーミングライツ導入ガイドライン（以下「ガ
イドライン」という。）第９項第５号の規定に基づき、ネーミングライツを公募する施設のネーミ
ングライツパートナーの候補の選定を公平かつ適正に行うため、愛知県指定管理者等選定委員会
（以下「選定委員会」という。）を開催する。 

  

（所掌事務） 

第２条 選定委員会は、公募施設の指定管理者の候補又はネーミングライツパートナーの候補の選定
に関する事務を所掌する。 

２ 公募施設の事業評価結果に対する評価・検証に関する事務を所掌する。 

 

（選定委員会の構成） 

第３条 選定委員会は、知事が依頼する有識者等により構成する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

  

（座長等） 

第４条 選定委員会には、座長を置く。 

２ 座長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 座長は、委員の互選により選出する。 

４ 座長に事故があるときは、他の委員の中から互選で座長代理を選出する。 

  

（会 議） 

第５条 選定委員会は、座長が招集する。 

２ 選定委員会は、緊急を要する場合は、文書の持ち回りによって行うことができる。 

  

（会議等の公開） 

第６条 会議は原則公開とする。ただし、愛知県情報公開条例（平成１２年３月２８日愛知県条例第
１９条）第７条に規定する不開示情報（以下「不開示情報」という。）が含まれる事項について議
題とする場合又は会議を公開することにより選定委員会の適正な運営に著しい支障が生ずると認
められる場合であって、選定委員会がその一部又は全部を公開しない旨の決定をしたときは、この
限りでない。 

２ 会議録及び会議資料は原則公開とする。ただし、不開示情報が記録されている場合は、会議録及
び会議資料のうちの当該部分は非公開とする。 

３ 会議録及び会議資料は５年間保存とする。 

 

（選 定） 

第７条 選定委員会は、条例第３条第１項及び第２項の規定に基づき申請した者又はガイドライン第
９項の規定に基づく公募に応じた者の中から、施設を所管する部署が別に設置する指定管理者等審
査会が行った審査結果を踏まえ、総合的な視点から指定管理者又はネーミングライツパートナーの
候補を選定するものとする。 

  

（雑 則） 

第８条 選定委員会の庶務は、総務局総務部総務課において行う。 

２ この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年１０月１６日から施行する。 

この要綱は、平成２２年 ５月２８日から施行する。 

この要綱は、平成２３年 ９月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２４年 ６月 ８日から施行する。 

この要綱は、平成２５年 ７月 １日から施行する。 



   附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成２５年１０月１６日から施行する。 

（任期満了日の変更に伴う経過措置） 

２ 平成２５年１０月１６日を任期の始期とする委員に関する任期は、第３条第２項の規定にかかわ

らず、平成２８年３月３１日までとする。 

 附 則 

この要綱は、平成２６年６月１１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年５月１８日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年７月２７日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 


